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 建設業関係団体の長 様 

 

   愛媛県土木部長 

 

       電子入札システムにおけるＩＣカード不正使用による 

       契約解除について（注意喚起） 

 

 電子入札システムにおけるＩＣカードの使用に関しては、令和３年１月29日付け２

土第741号により注意喚起していたところです。 

 しかしながら、今般、本県発注工事の入札において、代表者変更（法人登記変更）

後に旧代表者名のＩＣカードを使用し入札に参加していたことが契約締結後に判明

し、当該工事の契約を解除する事案が発生しました。また、ＩＣカード不正使用に伴

い、当該業者に対して愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱に基づき、入札参加

資格停止の措置が実施されました。 

 これまでの注意喚起にもかかわらず、同様の事案が発生したことは誠に遺憾であり、

ついては、今後かかる事態が生ずることのないよう、貴会員（組合員）に対し、ＩＣ

カードの記載事項に変更があった場合の適切な取扱い（ＩＣカードの更新手続、変更

届の提出、紙入札方式参加承諾願の提出等）について、改めて周知・御指導いただき

ますようお願いします。 

 

ＩＣカード不正使用となる例 

・旧代表者名のＩＣカードで電子入札システムを使用 

・旧商号のＩＣカードで電子入札システムを使用 

・旧本社住所のＩＣカードで電子入札システムを使用 

・他人のＩＣカードを不正に取得し、名義人になりすまして電子入札システムを使用 

 

 なお、前回の通知及び県ホームページに公表中のチラシを添付しますので、周知の

際に御活用ください。 

 県ホームページＵＲＬ： 

https://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/111957.pdf 
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